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報告第２号 

   専決処分について 

 令和６年度尼崎市一般会計補正予算について、令和６年８月１３日次

のとおり専決処分したので、報告し、承認を求める。 

令和６年９月３日提出 

尼崎市長 松  本    眞   

令和６年度尼崎市一般会計補正予算（第４号） 

令和６年度尼崎市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３９２，４５２千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３３，９５１，１

１７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

報2



第１表 歳入歳出予算補正 

（単位 千円） 

　歳　　　入

40 国 庫 支 出 金 63,638,952 392,452 64,031,404

10 国 庫 補 助 金 14,261,970 392,452 14,654,422

233,558,665 392,452 233,951,117

　歳　　　出

15 民 生 費 119,101,864 392,452 119,494,316

05 社 会 福 祉 費 45,705,688 392,452 46,098,140

233,558,665 392,452 233,951,117

計

款 項 補正前の額 補正額 計

歳  出  合　計

歳  入  合　計

款 項 補正前の額 補正額

 

 

 

 

（説 明） 

  新たに令和６年度に住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となる

世帯へ給付する「低所得者支援給付金」の給付見込件数の増に伴い予

算を増額するにあたり、地方自治法第１７９条第１項の規定により、

専決処分をしたため、同条第３項の規定により、本案を提出する。 
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一 般 会 計

予 算 説 明 書

（ 補 正 ４ 号 ）

報2-3



歳　　入

40  国庫支出金

40 款

国庫支出金 63,638,952 392,452 64,031,404

10 項

国庫補助金 14,261,970 392,452 14,654,422

10 目    物価高騰対 392,452 ○ （総合政策局）

総務費補助金 6,297,770 392,452 6,690,222    応重点支援

   地方創生臨      補助率　１０／１０                          392,452

   時交付金

　　 新たに令和６年度に住民税非課税又は住民

　　 税均等割のみ課税となる世帯へ給付する「

     低所得者支援給付金」の給付見込件数の増

     に伴う補正

１　歳入歳出予算事項別明細書

（単位  千円）　　　

款　　項　　目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額
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歳　　出

15  民 生 費

15 款 特定財源

民 生 費 119,101,864 392,452 119,494,316      392,452

一般財源

           0

05 項 特定財源

社会福祉費 45,705,688 392,452 46,098,140      392,452

一般財源

           0

05 目 国庫支出金 11 役  務  費 3,452 ○ 低所得者支援給付関係事業費（福祉局）　　　    392,452

社会福祉総 24,961,160 392,452 25,353,612      392,452

務費 　 新たに令和６年度に住民税非課税又は住民税

12 委  託  料 15,000

   均等割のみ課税となる世帯へ給付する「低所

   得者支援給付金」の給付見込件数の増に伴う

18 負担金、補 374,000

   助及び交付 　 補正

   金

区　　分 　金　　額　

（単位  千円）　　

款項目 補正前の額 補　正　額 計 財源内訳
節

説　　　　　　　　　　明
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 予 算 





 

 

議案第７３号 

 

   令和６年度尼崎市一般会計補正予算（第５号） 

 

令和６年度尼崎市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，２９２，４２６千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３８，２４３，

５４３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」

による。 

 

令和６年９月３日提出 

 

尼崎市長 松  本    眞   

 

議73



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　　　入

40 国 庫 支 出 金 64,031,404 △ 12,713 64,018,691

10 国 庫 補 助 金 14,654,422 △ 12,713 14,641,709

60 繰 入 金 5,478,581 350,000 5,828,581

10 基 金 繰 入 金 5,352,162 350,000 5,702,162

65 繰 越 金 45,040 1,412,389 1,457,429

05 繰 越 金 45,040 1,412,389 1,457,429

70 諸 収 入 9,737,574 2,542,750 12,280,324

25 収益事業収入 435,895 2,542,750 2,978,645

233,951,117 4,292,426 238,243,543

　歳　　　出

10 総 務 費 21,249,247 4,180,211 25,429,458

05 総 務 管 理 費 17,767,659 4,283,800 22,051,459

15
戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

1,610,100 △ 103,589 1,506,511

20 衛 生 費 18,296,478 43,873 18,340,351

05 保 健 衛 生 費 7,157,454 43,873 7,201,327

35 商 工 費 4,317,455 68,342 4,385,797

05 商 工 費 4,317,455 68,342 4,385,797

233,951,117 4,292,426 238,243,543

　

補正前の額

　

補正額

（単位　千円）

計

補正額 計款 項 補正前の額

歳  出  合　計

款 項

歳  入  合　計
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第２表　　繰越明許費補正

（単位　千円）

　追　　　加

第３表　　債務負担行為補正
（単位　千円）

　追　　　加

　変　　　更

50 教 育 費 40 保 健 体 育 費 園 田 体 育 館 予 防 保 全 事 業 10,506

税務総合システム関係事業 令和7年度 840,021 令和7年度 849,657

戸籍住民基本台帳事務等
関 係 事 業

令和10年度

事　　項
補　　正　　前 補　　正　　後

期　間 限度額 期　間 限度額

81,869 令和10年度 105,626

消 防 庁 舎 等 整 備 事 業 令和7年度 331,113 令和8年度 1,671,833

事　　項 期　　間 限　度　額

電 子 計 算 関 係 事 業 令和7年度 17,279

40 土 木 費 30 都 市 計 画 費 有 料 公 園 施 設 整 備 事 業 60,000

款 項 事　　業　　名 金　額

40 土 木 費 10 道路橋りょう費 道路橋りょう維持管理事業 29,400

10 総 務 費 05 総 務 管 理 費
生 涯 学 習 プ ラ ザ 等
整 備 事 業

11,246

45 消 防 費 05 消 防 費 消 防 庁 舎 等 整 備 事 業 16,500

議73-3



 



一 般 会 計

予 算 説 明 書

（ 補 正 ５ 号 ）
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歳　　入

40  国庫支出金

40 款

国庫支出金 64,031,404 △12,713 64,018,691

10 項

国庫補助金 14,654,422 △12,713 14,641,709

10 目    デジタル基 △99,055 ○ （総務局）

総務費補助金 6,690,222 △30,713 6,659,509    盤改革支援

   補助金      補助率　１０／１０                         △99,055

　　 住民基本台帳システムの標準化移行時期を

     変更することに伴う補正

   物価高騰対 68,342 ○ （総合政策局）

   応重点支援

   地方創生臨      補助率　１０／１０                           68,342

   時交付金

     市内中小企業者支援に係る事業実施に伴う

　　 補正

１　歳入歳出予算事項別明細書

（単位  千円）　　　

款　　項　　目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額
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歳　　入

40  国庫支出金

20 目    小児慢性特 18,000 ○ （保健局）

衛生費補助金 2,720,045 18,000 2,738,045    定疾病対策

   補助金      補助率　１０／１０                           18,000

　　 小児慢性特定疾病医療費受給資格をマイナ

     ンバーカードで確認するためのシステム改

     修の補助に伴う補正

（単位  千円）　　　

款　　項　　目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

議73-7



歳　　入

60  繰 入 金

60 款

繰 入 金 5,478,581 350,000 5,828,581

10 項

基金繰入金 5,352,162 350,000 5,702,162

05 目    財政調整基 350,000 ○ （資産統括局）

財政調整基金繰入金 1,782,482 350,000 2,132,482    金繰入金

     補正財源として財政調整基金繰入金を補正      350,000

金　　額

（単位  千円）　　　

款　　項　　目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分

議73-8



歳　　入

65  繰 越 金

65 款

繰 越 金 45,040 1,412,389 1,457,429

05 項

繰 越 金 45,040 1,412,389 1,457,429

05 目    繰  越  金 1,412,389 ○ （資産統括局）

繰 越 金 45,040 1,412,389 1,457,429

     補正財源として前年度繰越金を補正          1,412,389

区　　分 金　　額

（単位  千円）　　　

款　　項　　目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明

議73-9



歳　　入

70  諸 収 入

70 款

諸 収 入 9,737,574 2,542,750 12,280,324

25 項

収益事業収入 435,895 2,542,750 2,978,645

15 目    競艇場事業 2,542,750 ○ （資産統括局）

競艇場事業収入 320,000 2,542,750 2,862,750    収入

     モーターボート競走事業会計における未処    2,542,750

　　 分利益剰余金の処分に伴う補正

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

（単位  千円）　　　

款　　項　　目 補正前の額 補　正　額 計
節
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歳　　出

10  総 務 費

10 款 特定財源

総 務 費 21,249,247 4,180,211 25,429,458     △99,055

一般財源

   4,279,266

05 項 特定財源

総務管理費 17,767,659 4,283,800 22,051,459            0

一般財源

   4,283,800

55 目 一般財源 24 積  立  金 3,871,750 ○ 財政調整基金積立金（資産統括局）            1,329,000

財産管理費 3,244,296 3,871,750 7,116,046    3,871,750

　 決算剰余金の２分の１以上に相当する額の積

　 立に伴う補正

○ 公共施設整備保全基金積立金                  2,542,750

   競艇場事業収入の積立に伴う補正

61 目 一般財源 18 負担金、補 62,050 ○ 生涯学習プラザ等整備事業費（総合政策局）       62,050

市民活動推 1,019,636 62,050 1,081,686       62,050    助及び交付

進費    金 　 旧小田地区会館解体工事に係る地下工作物撤

   去費用の一部負担に伴う補正

70 目 一般財源 22 償還金、利 350,000 ○ 税外収入還付金（資産統括局）                  350,000

諸    費 4,315,013 350,000 4,665,013      350,000    子及び割引

   料 　 過大交付され返還が必要となる国庫・県支出

　 金等に係る予算の増額に伴う補正

（単位  千円）　　

款項目 補正前の額 補　正　額 計 財源内訳
節

説　　　　　　　　　　明
区　　分 　金　　額　

議73-11



歳　　出

10  総 務 費

15 項 特定財源

戸籍住民基 1,610,100 △103,589 1,506,511     △99,055

本台帳費 一般財源

     △4,534

05 目 国庫支出金 12 委  託  料 △107,856 ○ 戸籍住民基本台帳事務等関係事業費（債務負    △103,589

戸籍住民基 1,610,100 △103,589 1,506,511     △99,055

本台帳費 一般財源    担分を含む。）（総務局）

     △4,534 13 使用料及び 4,267

   賃借料 　 住民基本台帳システムの標準化移行時期を変

   更することに伴う補正

（単位  千円）　　

款項目 補正前の額 補　正　額 計 財源内訳
節

説　　　　　　　　　　明
区　　分 　金　　額　

議73-12



歳　　出

20  衛 生 費

20 款 特定財源

衛 生 費 18,296,478 43,873 18,340,351       18,000

一般財源

      25,873

05 項 特定財源

保健衛生費 7,157,454 43,873 7,201,327       18,000

一般財源

      25,873

25 目 国庫支出金 10 需  用  費 1,140 ○ たばこ対策推進事業費（危機管理安全局）         25,873

予防衛生費 648,517 43,873 692,390       18,000

一般財源 　 駅周辺の路上喫煙禁止区域において過料徴収

      25,873 12 委  託  料 1,242

　 を行うにあたり、周知啓発のための看板の設

14 工事請負費 23,491 　 置等に伴う補正

○ 小児慢性特定疾病対策事業費（保健局）           18,000

18 負担金、補 18,000

   助及び交付 　 小児慢性特定疾病医療費受給資格をマイナン

   金

　 バーカードで確認するためのシステム改修費

　 用の補助に伴う補正

（単位  千円）　　

款項目 補正前の額 補　正　額 計 財源内訳
節

説　　　　　　　　　　明
区　　分 　金　　額　

議73-13



歳　　出

35  商 工 費

35 款 特定財源

商 工 費 4,317,455 68,342 4,385,797       68,342

一般財源

           0

05 項 特定財源

商 工 費 4,317,455 68,342 4,385,797       68,342

一般財源

           0

10 目 国庫支出金 12 委  託  料 2,000 ○ 省力化・生産性向上設備導入支援事業費（経       62,000

商工業振興 3,662,833 68,342 3,731,175       68,342

費    済環境局）

18 負担金、補 66,342

   助及び交付 　 市内中小企業者における省力化や生産性向上

   金

   に資する設備導入等に係る費用の一部補助に

   伴う補正

○ 運送事業者人材確保支援事業費　                  6,342

　 市内中小トラック運送事業者における大型自

　 動車等の免許取得に係る費用の一部補助に伴

   う補正

説　　　　　　　　　　明
区　　分 　金　　額　

（単位  千円）　　

款項目 補正前の額 補　正　額 計 財源内訳
節

議73-14



２　繰 越 明 許 費 明 細 書
（単位　千円）

　追　　　加

事　　　業　　　名 金　　額 繰　　　越　　　理　　　由

10 総 務 費 05 総 務 管 理 費 61 市 民 活 動 推 進 費 生 涯 学 習 プ ラ ザ 等 整 備 事 業 11,246 入札不調により、事業の年度内完了が見込めないため

40 土 木 費 10
道 路
橋 り ょ う 費

10
道 路 橋 り ょ う
維 持 費

道 路 橋 り ょ う 維 持 管 理 事 業 29,400 入札不調により、事業の年度内完了が見込めないため

40 土 木 費 30 都 市 計 画 費 25 公 園 費 有 料 公 園 施 設 整 備 事 業 60,000 入札不調により、事業の年度内完了が見込めないため

45 消 防 費 05 消 防 費 15 消 防 施 設 費 消 防 庁 舎 等 整 備 事 業 16,500
整備方法の調整に日時を要し、事業の年度内完了が見
込めないため

50 教 育 費 40 保 健 体 育 費 15 社 会 体 育 費 園 田 体 育 館 予 防 保 全 事 業 10,506 入札不調により、事業の年度内完了が見込めないため

目項款
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３　債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書
　　

（単位　千円）

　追　加

電 子 計 算 関 係 事 業 17,279 令和7年度まで 17,279 17,279

左　　の　　財　　源　　内　　訳令和5年度末までの 令 和 6 年 度 以 降 の
事　　項 限　度　額 支 出 額 支 出 予 定 額 特　　定　　財　　源

一般財源
期　　間 金　　額 期　　間 金　　額 国県支出金 市　債

摘　要
その他
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（単位　千円）

　変　更

459,700

136,300

補 正 額

令和7年度まで 331,113 194,813

補 正 前 の 額

105,626 78,329

補 正 後 の 額

105,626 令和10年度まで

23,757 23,757

令和10年度まで 81,86981,869

23,757 令和10年度まで

54,572

補 正 額

664,698 184,959849,657 令和7年度まで 849,657

補 正 後 の 額

9,636 令和7年度まで 9,636 9,636

補 正 額

840,021 令和7年度まで 840,021 655,062 184,959

補 正 前 の 額

一般財源
摘　要

期　　間 金　　額 期　　間 金　　額 国県支出金 市　債 その他

支 出 予 定 額 特　　定　　財　　源

596,000 1,075,8331,671,833 令和8年度まで 1,671,833

881,020

補 正 後 の 額

1,340,720 令和8年度まで 1,340,720

331,113

消防庁舎等整備事業

27,297

戸籍住民基本台帳事務等関
係事業

補 正 前 の 額

27,297

事　　項 限　度　額 支 出 額

平成5年度末までの 令 和 6 年 度 以 降 の 左　　の　　財　　源　　内　　訳

税務総合システム関係事業
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議案第７４号 

 

   令和６年度尼崎市特別会計国民健康保険事業費補正予算 

（第１号） 

 

令和６年度尼崎市の特別会計国民健康保険事業費補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。 

（債務負担行為の補正） 

第１条 債務負担行為の変更は、「第１表債務負担行為補正」による。 

 

令和６年９月３日提出 

 

尼崎市長 松  本    眞   

 

 

議74



第１表　　債務負担行為補正
（単位　千円）

　変　　　更

期　間 限度額

国 民 健 康 保 険 シ ス テ ム
関 係 事 業

令和12年度 99,795 令和12年度 300,580

事　　項
補　　正　　前 補　　正　　後

期　間 限度額

議74-2



（ 補 正 １ 号 ）

特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業 費 予 算 説 明 書

議74-3



１　債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書
　　

（単位　千円）

　変　更

摘　要限　度　額

国県支出金 市　債 その他

平成5年度末までの 令 和 6 年 度 以 降 の 左　　の　　財　　源　　内　　訳

期　　間 金　　額 期　　間 金　　額

事　　項 支 出 額 支 出 予 定 額 特　　定　　財　　源
一般財源

国民健康保険システム関係事業 補 正 前 の 額

99,795 令和12年度まで 99,795 99,795

補 正 額

200,785 令和7年度まで 200,785 200,785

補 正 後 の 額

300,580 令和12年度まで 300,580 200,785 99,795

議74-4



 

 条 例 





議 75 

議案第７５号 

尼崎市たばこ対策推進条例の一部を改正する条例について 

尼崎市たばこ対策推進条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

令和６年９月３日提出 

尼崎市長 松  本    眞   

尼崎市たばこ対策推進条例の一部を改正する条例 

尼崎市たばこ対策推進条例（平成３０年尼崎市条例第３７号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第５号中「除く。）」を「除く。以下この号において「公共の

場所」という。）及び公共の場所に準ずる環境にある場所として市長が

指定する場所」に改め、同号ア中「場所」の次に「（これらの場所のう

ち市長が指定する場所を除く。）」を加え、同号イ中「別に定める」を

「指定する」に改める。 

第１１条の見出し中「指定」を「指定等」に改め、同条第４項を削り、

同条第３項中「を変更し、又はその指定」を「の指定の全部又は一部」

に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に、

「その区域」を「その指定に係る区域」に改め、同項を同条第３項とし、

同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市長は、前項の規定により路上喫煙禁止区域を指定する場合におい

て、その指定に係る区域内に市以外の者がその権原に基づき管理する

区域があるときは、あらかじめ、その権原を有する者の同意を得なけ

ればならない。 

 第１１条に次の１項を加える。 

５ 第２項及び第３項の規定は、前項の規定により市長が路上喫煙禁止

区域の指定の全部又は一部を解除する場合について準用する。この場

合において、第２項中「その指定」とあるのは「その解除」と、「の

同意を得なければ」とあるのは「と協議しなければ」と、第３項中

「その指定」とあるのは「その解除」と読み替えるものとする。 

第１４条第１項中「前２条」を「前条」に改める。 
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第１７条中「市長が」を「規則で」に改め、同条の次に次の１条を加

える。 

（過料） 

第１８条 第１２条の規定に違反して路上喫煙をした者は、１，０００

円の過料に処する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年１月１日から施行する。ただし、次に掲げる

規定は、当該号に定める日から施行する。 

⑴ 付則第３項の規定 公布の日 

⑵ 第１４条第１項の改正規定及び第１７条の次に１条を加える改正

規定 令和７年４月１日 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の尼崎市たばこ対策推進条例（以下「改正後

の条例」という。）第１１条第２項（同条第５項において読み替えて

準用する場合を含む。）の規定は、この条例の施行の日以後に尼崎市

たばこ対策推進条例第１１条第１項の規定により市長が路上喫煙禁止

区域を指定する場合及び改正後の条例第１１条第４項の規定により市

長が路上喫煙禁止区域の指定の全部又は一部を解除する場合について

適用する。 

（準備行為） 

３ 改正後の条例に基づく路上喫煙禁止区域の指定又はその解除の手続

は、この条例の施行前においても、改正後の条例及び改正後の条例に

基づく規則の規定の例により行うことができる。 

 

 

 

（説 明） 

不特定多数の市民等が多く集まる駅周辺の路上喫煙禁止区域内にお

いて、条例に違反して喫煙する者を現認すれば、その場で過料処分を
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行うため、条例改正が必要であることから、本案を提出する。 

 





議 76 

議案第７６号 

尼崎市都市公園条例の一部を改正する条例について 

尼崎市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和６年９月３日提出 

尼崎市長 松  本    眞   

尼崎市都市公園条例の一部を改正する条例 

尼崎市都市公園条例（昭和３３年尼崎市条例第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

目次中「第２９条」を「第３０条」に改める。 

第４条を次のように改める。 

第４条 削除 

第５条の次に次の１条を加える。 

（許可の特例） 

第５条の２ 法第５条第１項又は第６条第１項若しくは第３項の許可

（以下「公園施設設置許可等」という。）を受けた者は、その公園施

設設置許可等に係る事項については、第３条第１項若しくは第３項又

は前条ただし書の許可を受けることを要しない。 

第６条の次に次の１条を加える。 

（有料公園施設の供用日等） 

第６条の２ 有料公園施設（有料で利用させる公園施設で別表第１に掲

げるものをいう。以下同じ。）の供用日及び供用時間は、規則で定め

る。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、有料公園施設

の供用日若しくは供用時間を変更し、又は臨時に有料公園施設の全部

若しくは一部の供用を停止することができる。 

 第７条第１項中「（公園施設で有料で利用させる別表第１に掲げるも

のをいう。以下同じ。）」を削り、同条の次に次の２条を加える。 

（駐車場に駐車させることができる車両） 

第７条の２ 駐車場（記念公園、小田南公園、尼崎城址公園、元浜緑地

及び西武庫公園にこれらの公園の付属設備として設けられた駐車場を

いう。以下同じ。）に駐車させることができる車両は、記念公園、小
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田南公園、元浜緑地及び西武庫公園に係るものにあっては道路運送車

両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）別表第１に掲げる普通

自動車（以下「普通自動車」という。）並びに同表に掲げる小型自動

車及び軽自動車（これらの自動車のうち２輪自動車（側車付２輪自動

車を含む。）を除く。）（以下「普通自動車等」という。）と、尼崎

城址公園に係るものにあっては普通自動車等（大型自動車（普通自動

車のうち、長さが５メートルを、幅が２メートルを又は高さが２．５

メートルを超えるものをいう。以下同じ。）を除く。）とする。 

（駐車許可） 

第７条の３ 大型自動車を駐車場（小田南公園、元浜緑地及び西武庫公

園に係るものに限る。以下この条において同じ。）に駐車させようと

する者は、市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許

可（以下「駐車許可」という。）をしないことができる。 

⑴ 駐車場の収容可能台数を超えることとなるとき。 

⑵ 駐車させようとする大型自動車が駐車場での駐車が困難な形体の

ものであるとき。 

⑶ 駐車場の施設又は設備その他の物件を汚損し、毀損し、又は滅失

させるおそれがあるとき。 

⑷ その他駐車場の管理上支障があるとき。 

第１０条中「法第５条第１項、法第６条第１項若しくは第３項」を

「公園施設設置許可等を受けた者」に、「若しくは第３項の」を「又は

第３項の」に、「者又は」を「者、」に改め、「及びエ」及び「第２６

条第１号において同じ。」を削り、「含む。）」の次に「並びに駐車場

（小田南公園に係るものを除く。）に係る駐車場許可利用者（駐車許可

を受けた者をいう。以下同じ。）及び駐車場一般利用者（駐車場を利用

する者（駐車場許可利用者を除く。）をいう。以下同じ。）」を加え、

同条に次の１項を加える。 

２ 駐車場（小田南公園に係るものに限る。）に係る駐車場許可利用者

及び駐車場一般利用者は、別表第２⑸オに定める額の範囲内において
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規則で定める額の使用料を納付しなければならない。 

第１１条第１項中「（記念公園、小田南公園、元浜緑地、西武庫公園

及び尼崎城址公園に属する駐車場をいう。以下同じ。）の使用料を除く」

を「に係るものにあっては、駐車場許可利用者が納付すべきものに限る」

に、「又は」を「若しくは」に改め、「いう。）」の次に「又は許可対

象駐車場（その利用について第７条の３第１項の規定により駐車許可を

受けなければならないこととされる駐車場をいう。以下同じ。）の利用」

を加え、同条第２項中「は、駐車場を利用する者」を「で駐車場一般利

用者が納付すべきものは、駐車場一般利用者」に改める。 

第１２条第２項中「⑸エ」の次に「及びオ」を加える。 

第１３条の見出し中「免除」を「減免」に改め、同条中「市長」を

「使用料」に、「する場合」を「するとき、公園施設を市に寄付した者

及びその関係者（これらの者のうち市長が適当と認める者に限る。）が

その寄付に係る公園施設が設けられた公園に係る公園の使用をするとき」

に、「場合においては、使用料の全部又は一部を免除する」を「特別の

理由があるときは、これを減免する」に改める。 

第１６条を次のように改める。 

（届出） 

第１６条 次の各号に掲げる者は、当該者の区分に応じ、当該各号に定

める場合に該当するときは、速やかに、その旨を市長に届け出なけれ

ばならない。 

⑴ 公園施設設置許可等を受けた者 公園施設の設置若しくは公園の

占用に関する工事を完了し、公園施設の設置若しくは管理若しくは

公園の占用を廃止し、又は法第１０条第１項の規定により公園を原

状に回復したとき。 

⑵ 法第２７条第１項又は第２項の規定により同条第１項に規定する

措置を命ぜられた者 当該措置に係る工事を完了したとき。 

⑶ 第１５条第１項又は第２項の規定により同条第１項に規定する措

置を命ぜられた者 当該措置に係る工事を完了したとき。 

⑷ 公園を構成する土地物件に係る所有権の移転又は抵当権の設定若
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しくは移転を行った者 これらの行為を行ったとき。 

第２６条第１号中「及び特定公園の利用（」を「並びに特定公園に係

る」に、「の利用（付属設備の利用を含む。）に限る。次号及び第２８

条第２項において同じ。）の許可、」を「及び許可対象駐車場の利用の

許可及び」に、「利用に」を「利用（公園施設の設置及び管理並びに公

園の占用を除く。次号において同じ。）に」に改め、同条第２号中「特

定公園においてする行為（第３条第１項各号に掲げる行為に限る。）及

び」を削り、「使用料」の次に「（小田南公園にあっては、その利用に

係る第２８条第１項に規定する利用料金）」を加える。 

第２８条を第３０条とし、第２７条の次に次の２条を加える。 

（利用料金） 

第２８条 第２２条の規定により指定管理者に小田南公園の管理を行わ

せる場合においては、小田南公園においてする行為に係る第３条第１

項又は第３項の許可を受けた者、小田南公園に係る有料公園施設の利

用に係る第７条第１項の許可を受けた者（付属設備（別表第２⑸ウに

掲げる付属設備に限る。）を利用する者を含む。）並びに駐車場（小

田南公園に係るものに限る。）に係る駐車場許可利用者及び駐車場一

般利用者は、これらに係る料金（以下「利用料金」という。）を当該

管理に係る指定管理者に支払わなければならない。 

２ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

３ 利用料金の額は、別表第２⑷並びに⑸ア、ウ及びオに定める額の範

囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるもの

とする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。 

４ 利用料金を徴収する時期は、指定管理者があらかじめ市長の承認を

得て定めるものとする。当該時期を変更しようとするときも、同様と

する。 

５ 第１３条及び第１３条の２の規定は、利用料金について準用する。 

（指定管理者による供用日の変更等） 

第２９条 第２２条の規定により指定管理者に小田南公園の管理を行わ

せる場合においては、当該管理に係る指定管理者は、必要があると認
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めるときは、第６条の２の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認

を得て、小田南公園に係る有料公園施設の供用日若しくは供用時間を

変更し、又は臨時に当該有料公園施設の全部又は一部の供用を停止す

ることができる。 

付則第７項中「特定公園（」及び「に限る。）」を削り、付則第９項

中「選定する場合における第２５条の規定の適用については、同条」を

「市長が選定した場合においては、第２５条」に、「とする」を「とし

て、同条の規定を適用する」に改め、同項を付則第１０項とし、付則第

８項中「前項」を「前２項」に、「者をして」を「者に」に改め、同項

を付則第９項とし、付則第７項の次に次の１項を加える。 

８ 第２３条及び第２４条の規定にかかわらず、市長は、当分の間、小

田南公園の管理について、小田南公園に係る公園施設を市に寄付した

者及びその関係者（これらの者をその構成員とする共同事業体（２以

上の法人等によって構成される法人等をいう。）を含む。）で同条各

号に掲げる基準に照らして適当と認められるものを、指定管理者の指

定を受けるべきものとして選定することができる。 

 付則に次の１項を加える。 

１１ 付則第８項の規定により市長が選定した場合においては、第２５

条中「前条」とあるのは、「付則第８項」として、同条の規定を適用

する。 

別表第２⑸ア(ｱ)の表小田南公園の項中「２，８００円」を「３，６

００円」に改め、別表第２⑸ウの表小田南公園の項中「１，３００円」

を「１，７００円」に改め、別表第２⑸エ中「（駐車場」の次に「（小

田南公園に係るものを除く。）」を加え、同表⑸エの表中「金額」の次

に「（１回１台につき）」を加え、 

「記念公園   「記念公園 

小田南公園 を 元浜緑地」に改め、同表備考１を削り、同表備考２ 

 元浜緑地 」 

中「当該」を「その入庫させた」に改め、同表中備考２を備考１とし、

備考３を削り、同表備考に備考２として次のように加える。 
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２  「大型自動車以外の車両」とは、普通自動車等（大型自動車

を除く。）をいう。 

別表第２⑸にオとして次のように加える。 

オ 付属設備（駐車場（小田南公園に係るものに限る。）に限る。）

の使用料  

区分  
金  額（１回１台につき）  

大型自動車以外の車両  大型自動車  

通常日  駐車時間１５分につき１００円（その合

計額が１，２００円を超える場合にあっ

ては、１，２００円）  

１ 日 に つ き

２，４００円  

特定日  駐車時間１０分につき３００円  

摘要 金額の算定方法については、市長が別に定める。  

備考 

１ 「通常日」とは、備考２に規定する特定日以外の日をいう。  

２ 「特定日」とは、小田南公園の利用状況等を参酌して市長が

指定する日をいう。  

３ 「大型自動車以外の車両」とは、普通自動車等（大型自動車

を除く。）をいう。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、付則の改正規

定及び付則第３項から第５項までの規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の尼崎市都市公園条例（以下「改正後の条例」

という。）別表第２⑸ア(ｱ)の表小田南公園の項及び改正後の条例別

表第２⑸ウの表小田南公園の項の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後の小田南公園に係る有料公園施設等（改正

後の条例第６条の２に規定する有料公園施設（以下「有料公園施設」

という。）及び付属設備（改正後の条例別表第２⑸ウに掲げる付属設
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備に限る。）をいう。以下同じ。）の利用に係る使用料について適用

し、施行日前の小田南公園に係る有料公園施設等の利用に係る使用料

については、なお従前の例による。 

（準備行為） 

３ 施行日以後の小田南公園に係る有料公園施設の利用に係る改正後の

条例第７条第１項の許可及び改正後の条例第７条の３第２項に規定す

る駐車許可に関する手続、利用料金（改正後の条例第２８条第１項に

規定する利用料金をいう。以下同じ。）の徴収、減免及び還付の手続、

利用料金の額及び利用料金を徴収する時期の承認の手続並びに小田南

公園に係る有料公園施設の供用日及び供用時間の変更並びに供用停止

の承認の手続は、この条例の施行前においても、改正後の条例及び改

正後の条例に基づく規則の規定の例により行うことができる。 

（委任） 

４ 前２項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な経過

措置は、市長が定める。 

（尼崎市指定管理者選定委員会条例の一部改正） 

５ 尼崎市指定管理者選定委員会条例（平成２５年尼崎市条例第５６号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１第２５項中「、小田南公園」を削る。 

 

 

 

（説 明） 

再整備後の小田南公園の供用開始にあたり、使用料の改定等を行う

ため、条例改正が必要であることから、本案を提出する。 





 

 その他 





議 77 

議案第７７号 

   工事請負契約について 

 社協会館解体工事請負契約を次のとおり締結するため、議決を求める。 

  令和６年９月３日提出 

尼崎市長 松  本    眞 

１ 契約の目的    社協会館解体工事請負のため 

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市東大物町１丁目１番２号 

         工事概要 解体工事 

３ 契約の方法  一般競争入札 

４ 契約の金額  ２７５，０００，０００円 

５ 契約の相手方 尼崎市鶴町１番地 

          河本工業株式会社 

           代表取締役 笠 原 一 郎 

 

 

 

（説 明） 

  社協会館解体工事を施行するため、尼崎市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分を定める条例第２条の規定により、本案を

提出する。 
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（参 考） 

   工事概要 

種 別 内         容 

解 体 

西棟及び東棟解体工事 

 西棟 鉄筋コンクリート造 地上４階地下１階建 

て １棟 

  東棟 鉄筋コンクリート造 地上２階建て １棟 

 延べ面積 ３，０１３平方メートル 

外構解体工事、電気・機械設備撤去工事及び敷地整

地等 

 



議 78 

議案第７８号 

指定管理者の指定について 

福喜園の指定管理者を次のとおり指定するため、議決を求める。 

令和６年９月３日提出 

尼崎市長 松  本    眞 

１ 施設の名称  福喜園 

２ 施設の位置  尼崎市南武庫之荘１丁目７番２０号 

３ 指定管理者  尼崎市南武庫之荘３丁目２４番５号 

          社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 

           理事長 松 原 一 郎 

４ 指定期間   令和６年１２月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（説 明） 

 福喜園の指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、本案を提出する。 





議 79 

議案第７９号 

令和５年度尼崎市水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ 

いて 

令和５年度尼崎市水道事業会計に係る未処分利益剰余金を次のとおり

処分するため、議決を求める。 

令和６年９月３日提出 

尼崎市長 松  本    眞 

１ 当年度未処分利益剰余金   １，６１０，５０２，８３６円 

２ 処 分 方 法 及 び 処 分 額 

⑴   建設改良積立金の積立て   １，０１０，５０２，８３６円 

⑵   資 本 金 へ の 組 入 れ    ６００，０００，０００円 

 

 

 

（説 明） 

  未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第３２条第２項

の規定により、本案を提出する。 
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議案第８０号 

令和５年度尼崎市工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処 

分について 

令和５年度尼崎市工業用水道事業会計に係る未処分利益剰余金を次の

とおり処分するため、議決を求める。 

令和６年９月３日提出 

尼崎市長 松  本    眞 

１ 当年度未処分利益剰余金   ９５７，６０１，６６３円 

２ 処 分 方 法 及 び 処 分 額 

 ⑴ 建設改良積立金の積立て   ４０６，５１２，３８２円 

 ⑵ 資 本 金 へ の 組 入 れ   ５５１，０８９，２８１円 

 

 

 

（説 明） 

  未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第３２条第２項

の規定により、本案を提出する。 
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議案第８１号 

令和５年度尼崎市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分に 

ついて 

令和５年度尼崎市下水道事業会計に係る未処分利益剰余金を次のとお

り処分するため、議決を求める。 

令和６年９月３日提出 

尼崎市長 松  本    眞 

１ 当年度未処分利益剰余金   ２，０７３，６０６，８５９円 

２ 処 分 方 法 及 び 処 分 額 

⑴   建設改良積立金の積立て  １，０７３，６０６，８５９円 

⑵   資 本 金 へ の 組 入 れ  １，０００，０００，０００円 

 

 

 

（説 明） 

  未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第３２条第２項

の規定により、本案を提出する。 

 

 

 

 





議 82 

議案第８２号 

令和５年度尼崎市モーターボート競走事業会計未処分利益剰 

余金の処分について 

令和５年度尼崎市モーターボート競走事業会計に係る未処分利益剰余

金を次のとおり処分するため、議決を求める。 

令和６年９月３日提出 

尼崎市長 松  本    眞   

１ 当年度未処分利益剰余金   ９，１１８，１６６，１４３円 

２ 処 分 方 法 及 び 処 分 額  

⑴   建設改良積立金の積立て    ７００，０００，０００円 

⑵   一 般 会 計 繰 出 金  ２，５４２，７４９，７２５円 

⑶   資 本 金 へ の 組 入 れ    ５０９，１２９，７６４円 

 

 

 

（説 明） 

  未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第３２条第２項

の規定により、本案を提出する。 

 

 

 

 





議 83 

議案第８３号 

工事請負契約について 

北消防署園田分署新築工事請負契約を次のとおり締結するため、議決

を求める。 

令和６年９月３日提出 

尼崎市長 松  本    眞 

１ 契約の目的    北消防署園田分署新築工事請負のため 

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市東園田町４丁目１２番地の４ 

         工事概要 新築工事 

３ 契約の方法  一般競争入札 

４ 契約の金額  ３２２，３００，０００円 

５ 契約の相手方 尼崎市杭瀬北新町１丁目５番１１号 

           宮崎建設株式会社 

           代表取締役社長 宮 﨑 健 一 

 

 

 

（説 明） 

北消防署園田分署新築工事を施行するため、尼崎市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分を定める条例第２条の規定により、

本案を提出する。 
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（参 考） 

   工事概要 

種 別 内         容 

建 築 

分署新築工事 

鉄筋コンクリート造 ２階建て １棟 

延べ面積 ６８５．８３平方メートル 

 外構工事 

 

 




